
消防用設備法定点検・消防署への報告

不備事項の改修について

点検・報告・不備事項の修繕は以下のような流れになります。

点検・工事のお問い合わせ

現場調査・下見

点検見積作成

契約・打ち合わせ

点検実施

点検結果報告書作成・届出

点検結果　不備ありの場合

消防署と工事内容の相談

改修見積り作成

点検結果　不備なしの場合

点検作業終了

経験豊富な点検資格者が点検。

軽微な不備は点検中に修繕します。

点検日時などの打ち合わせを

行います。

届出が必要な期間は、建物の

用途によって異なります。

確実な修繕を行うために相談を行います。

小規模な修繕の場合は相談をしない場合

もあります。

建物の規模、設置されている設備を

確認いたします。


